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☆海外商標制度シリーズ⑩
　メキシコの商標制度の概要………………… ⑴

１．はじめに
　メキシコと日本との間では、2005年４月１日より
経済連携協定（EPA）が発効しており、2015年まで
に関税の大部分が撤廃されました。これにより、日
本企業によるメキシコへの輸出量（2015年）は発効
前（2004年）の約2.0倍となり１、2015年の直接投資
額（2015年）は1,503億円となり急速に伸びていると
ころです。しかしながら、このEPAには知的財産に

関する保護は規定されておらず、知的財産制度の整
備が期待されていたTPPも成立が困難な状況となっ
ています。
　このような状況の中、日本はAPEC知的財産権専
門家会合（IPEG）を通じて、メキシコ知的財産庁と
の交流を図っており、特許の分野では2012年11月１
日より特許審査ハイウェイ（PPH）が本格的に実施
されています。
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　メキシコの商標制度については、2016年８月より
異議申立制度が導入され、出願から権利化までのフ
ロー自体はそれほど特殊なものではありません。し
かしながら、いわゆる「先使用権」のような未登録
使用商標に与えられる保護は、一定期間「第三者に
よる同一又は類似商標の無効審判を請求し得る」と
いう程度の限定的なものであり、使用を開始する前
には調査を行うこと並びに登録を受けておくことが
極めて重要です。その一方で、先行商標との抵触関
係を解消する手段が極めて限定されている点にも注
意が必要です。
　また、商標権侵害の一次的対応を、裁判所ではな
く知的財産庁に対して求めることとなる点や、権利
行使にあたっては保護される商標に事前に登録表示
を付していることが求められる点も留意すべき点と
いえます。
　このような点を中心に、今回はメキシコの商標制
度についてご紹介します。

２．基本情報
【国名】

　メキシコ合衆国（Estados Unidos Mexicanos）

【国土と人口】

　国土面積は、196万平方キロメートル（日本の約
５倍）。人口は、約１億2,701万人で、世界第10位２。
首都は、メキシコシティ。言語は、スペイン語。

【歴史と社会問題】

　1821年にスペインから独立して建国された。現在
の大統領は、エンリケ・ペニャ・ニエト大統領。
　米国への不法移民問題の解決が課題となっている。
麻薬組織による犯罪や抗争のため治安が悪化してい
る。

【経済】

　1986年にGATT加盟。1993年にAPEC参加。1994
年に北米自由貿易協定（NAFTA）を発効。2015年
の名目GDPは １兆1,443億ドルで、中南米諸国では
ブラジルに次ぐ経済大国になっている。メキシコの
人件費が比較的安価であるのに加え、NAFTAによ
る関税の減免を受けられるため、外国向けの製造拠

点としての役割を果たしてきた。

３．法律・組織・統計等
３－1．法律・条約等の加盟状況

メキシコは、パリ条約、ウィーン条約、ニー
ス協定、マドリッド協定議定書、TRIPs協定に加
盟している。但し、マドリッド協定議定書に関し、
ライセンスの記録が効力を有しない旨を宣言して
いる（規則第20規則の２）。

メキシコにおいて、商標は、産業財産権法（Ley 
de la Propiedad Industrial）により保護される。現
行産業財産権法は、1991年６月27日に公布され、
2016年６月１日に改正された（2016年８月20日改
正法施行）。産業財産権法は、「総則」「発明、実
用新案及び意匠」「営業秘密」「商標、広告スロー
ガン及び商号」「原産地名称」「集積回路の回路配
置」「行政手続」「査察、行政上の違反及び制裁並
びに犯罪」の全７部より構成される。

３－２．組織

メキシコ知的財産庁（Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial）（以下、「IMPI」）の全体組
織図は以下の通り３。
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